
 

 時間も来ましたけれども、これはまたひどい

なと思っているのは、この前、今株価の暴落が

すごいですね。皆さんから集めた年金を運用す

るのに何に使ってるのかと思ったら、株買って

るんですよね。４月から10月までの間に４兆

5,000億円の損失を出してるんですよ。保険の

加入者だけのものですよ。こういうお金は有利

な方法で保管しろというふうに多分なっている

んでしょうから、有利などころがリスクの大き

い損失を出してしまったんだと思います。おれ

に言わせりゃ「こんなものはまよえ」と、こう

いうふうに言いたいところですけども、そうい

うところというのは極めて反省がないなという

ふうに思うんですね。ですから年金の受給につ

いても相談あった場合には、同じ人に何年もか

かわってするつもりで相談の方の窓口はしても

らうことをお願いして私の質問を終わりたいと

思います。 

書き方までご指導いただけるものと思います。 

 それから市民相談室でも毎週第２火曜日に社

会保険労務士相談がございます。こちらの方で

も事前に予約いただければ相談いただけると思

いますので、月２回の社会保険労務士相談がご

ざいますので、ぜひそちらをご利用いただけれ

ばというふうに思います。以上です。 

○町田義昭委員長 17番、蒲生吉夫委員。 

○１７番 蒲生吉夫委員 私は、この人は健在の

うちに何とかその10年間を取り戻したいと思っ

ているんですね。そんな難しくないんですよ。

長井にまだある会社ですから、今のケミコンの

前身なわけでしょう。当時例えば庶務の方担当

してた人がいたかどうかわかりませんけども、

ただ、この人が受給するときに言われたのは、

「ここの部分ないか」というふうに60歳で受給

するときに聞いたらしいです。脱退したという

欄に判こが押してあるというんですね。本人は、

「脱退したなんていうこと一切記憶にないし、

した覚えもないし、判こもついた覚えない」と。

かなりちゃんとした人ですから、こう言ってる

んですよ。その人の話だと当時の庶務担当者の

中で問題になったことがあって、私の判こ黙っ

て使われたと、どんな判こでもいいわけで、そ

ういう危険性もないわけではないんですね。そ

うすれば今度は見つけるのが大変だなというふ

うに、見つかっても支給されないようになるか

なというふうに思います。 
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○町田義昭委員長 次に、順位４番、議席番号10

番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 お疲れだと思いますが、

もう少しお互いに頑張りたいと思います。目を

あけて。私は、市の行財政運営が堅実に展開さ

れるように願いながら総括質疑を行います。３

点について、それぞれお伺いいたしますので、

ぜひ明快な答弁いただきますようにお願いをし

ておきたいと思います。 

 この第三者委員会に対する申立書というのは、

これうんとまたわかりにくくできてるんですよ。

最近の、この日の新聞によると、一番最初申請

してから約２年です。まともな年金が、訂正さ

れた年金を受給できるようになるまで２年かか

るというんですよ。これ一般的には体力がもち

ません。いつ返事来るかわからないものを待っ

ていて、来たら今度それに対する回答を書いて

やってでしょう。難しいなというふうに思いま

す。 

 質問の第１は、地場産業振興センターの運営

費補助金について伺います。 

 これは実は過日の一般質問で通告をしており

ましたが、時間の関係で割愛をさせていただき

ました。よって、今回ここの部分についてお聞

かせをいただきたいと思います。 
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 本会議に、この予算委員会でもそうですけれ

ども、平成20年度の一般会計の補正予算で商工

費の商工振興費の中で地場産業振興センターの

運営費補助金482万6,000円が計上されているわ

けですが、この点について考え方をお聞かせを

いただきたいと思います。 

＋ ＋

 これは産業・建設委員会の協議会に示された

資料によると、原油価格及び電力料金の高騰な

どによる経費の増に対して補助金を追加するも

のだということで、具体的には重油不足額、そ

れから電力料不足額、派遣職員増分共済費など、

あるいは首都圏等マーケティング推進事業費な

どが不足をしたと。売り上げの収支で35万円ほ

ど増加をしたものもありますが、差し引き冒頭

申し上げたこの482万6,000円が不足をするとい

う内容のものです。 

 このことについては私は了解をしますが、た

だ、地場産業振興センターの運営費の負担のあ

り方については私はこの間整理をされてきたん

だというふうに理解をしているわけです。なぜ

かといえば、それはいろんな議論あるいは指摘

があって、今日のといいますか、今の運営費補

助のあり方が踏襲をされているというふうに考

えてきましたので、そこからいうと少し整理が

必要だというふうに思います。 

 商工観光課長に伺いするわけですが、地場産

業振興センターの運営費補助金についての市の

助成ですね、運営費についての市の補助のあり

方が変わったのは具体的には平成17年度からと

いうふうに思います。ただ、その前の年、平成

16年度にも実は平成15年度に係る運営費補助金

の取り扱いをどうするかというふうなことで債

務負担行為などをしている経過があるわけです

が、この２年間、平成16年度と17年度の２年に

わたって地場産業振興センターの運営費補助の

あり方については整理が図られてきたというふ

うに思うわけですが、それはどういう中身で整

理をされてきたのかについてお聞かせをいただ

きたいと思います。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 平成17年度からの補

助金の枠組みについての議会を通しての経過と

いうふうなことだろうかというふうに思います。

若干関連すると思われる部分につきまして、今

までの議論の状況を報告をさせていただきたい

と思います。 

 平成16年３月の議会におきまして地場産セン

ターの運営費補助金についてというふうなご質

問がございまして、この際に２年前の事業に対

する補助金の支出は補助金として不適切でない

かというふうな質問が出されました。その当時

の財政課長からの答弁で15年度、それから16年

度分の損失補償、要するにそれまで、２年前ま

でに借りていた部分についての損失補償を行う

というふうなこととあわせて、であれば17年度

から補助金を当該年度分に該当して補助をする

というふうな枠組みができるのでないかと、17

年度に向けて検討したいというふうな答弁がさ

れてございます。 

 それから16年の３月の質問で、債務負担行為

の3,600万円の上限についてというふうなテー

マでのご質問がございました。このご質問につ

きましては、その際に3,600万円の債務負担行

為、それから補助金3,946万円の予算案が提案

されておりまして、その関係の確認の質問かな

というふうに思います。これに対しましては、

特に16年度から18年度として限度額を定めたも

のでございますというふうな商工観光課長から

の説明がございました。 

 若干この間の経過を申し上げた方がよろしい

かと思いますが、15年の９月議会で損失補償、

債務負担行為の3,000万円を議会の方に提案を

させていただいております。この部分につきま

しては、15年度、16年度は地場産センターが独

自にその年度の運営に係る資金を調達していた

というふうな状況がございます。ただ、平成15
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年の９月のタイミングの時期に単独では地場産

センターとして資金を調達できないというふう

な状況がございまして、15年の９月議会に損失

補償契約の要請がございまして、議会の方にお

諮りさせていただいたというふうなこと、それ

から16年の３月からは当初の時点で損失補償の

契約を前提にした債務負担行為の方をお願いし

たというふうな状況がございます。 

＋

 それから17年の３月、地場産業振興センター

の運営についてという17年度から当該年度に出

す補助金を支出するというふうな枠組みを前提

としての３月議会におきまして髙橋孝夫議員の

方から高度化資金や金融機関分の返済を迎え、

センターへの補助金が増大する事態にどう対処

するのかというふうなご質問がございまして、

それに対しまして当時の市長からは、地場産セ

ンターは長井市が責任を持って運営していくも

のであって、ＴＡＳは長井市の中核施設として

今後も運営していかなければならないというふ

うに考えていると、あわせてセンターはセンタ

ーとして期待される事業を積極的に展開してい

くべきものというふうに答弁をしてございます。

以上です。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 お伺いしてることとち

ょっと違うんですけども、整理すれば平成16年

度までというのは平成16年度の当初予算には平

成14年度の地場産業振興センターのいわゆる運

営赤字分を補てんをするということで補助金を

出すというふうに当初予算ではしてるんです。

その際に債務負担行為も同時にされておりまし

て、それは平成15年度分の赤字補てんの分をど

うするかと。それは地場産業振興センターが借

りる3,600万円について損失補償しましょうと

いうことでこの債務負担行為を起こしたという

ことですね。平成17年度は、プラスして平成17

年から27年度までの11年間にわたる融資額、融

資総額6,600万円に対する元利保証をするんで

すよということで債務負担行為を設定をして、

具体的には恐らくうまくいく平成17年度からは

今の、平成20年度もそうですけれども、ような

補助金、運営費補助のあり方になったというこ

とでしょ。まずそこどうですか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 失礼しました。その

とおりでございます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そういうことなんです。 

 そのときにただ、整理がされたことがあるん

です。一つは、これは佐々木謙二議員が平成16

年３月定例会の一般質問でいろいろ述べておら

れるんですけれども、これまでは２年前の赤字

を全額負担をしてきた。これはやっぱり負担助

成のあり方としてはおかしいということで、補

助金というのは当該の年度で使う分を申請をも

らって、それが妥当かどうか審査をして、そし

て交付をするというのが筋だから、これに戻し

ましょうと。だから全額ではないよというのが

一つなんですね。 

 その際にやっぱり上限というものを考えてい

かなければならないということで、これは蒲生

吉夫議員の方から質疑があった。これは債務負

担3,600万円というのが上限なんだかというこ

となんです。それに対する当時の商工観光課長

の答弁は、限度額については想定される運営費

借り入れ分2,850万円と施設の占用使用料減収

分に伴う対応分、合わせて3,600万円だという

ふうに答えてます。これが確認ではないですか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答え申し上げます。 

 委員のご質問というのは、3,600万円という

のが上限としての確認ではないかというふうな

ご質問かというふうに思いますが、この16年３

月の蒲生議員の質問に対しましての当時の商工

観光課長の答弁というのは、16年度に設定をさ

せていただきたい3,600万円についての説明だ
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というふうに私は理解をしてございます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

＋ ＋

○１０番 髙橋孝夫委員 言ってること同じなん

ですよ。3,600万円を債務負担行為したんです

けども、その3,600万円というのは平成15年度

分の運営費補助の分なんです。それとあそこの

占有使用料でいわゆる未済分、これどこだかわ

かると思いますけれど、使ってももう入ってこ

ないという分があって、それをまとめて3,600

万円ですよいうふうに確認をされたんではない

んですか。債務負担行為の中身わかるでしょ。

15年度分。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 大変恐縮でございま

す。16年３月に設定をいたしました3,600万円

というのは、16年度に借り入れをしたいと考え

てる地場産センターの予定額に対して損失補償

を行うための金額でございます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 だから平成15年９月の

話、商工観光課長からあって、それからずっと

順を追えばそういうふうになるんですよ。地場

産業振興センターがこれ借りるんだから、その

分で3,600万円なんだけども、その中身という

のは15年度の運営費としての借り入れ分、これ

が2,850万円なんだよ。同時に、この際だから

という言い方悪いけれども、ＴＡＳを何年も使

って実は払っていなかったところがあるんだよ

ね。その分ももう解消しましょうということで

これやったということでやって、そのときの商

工観光課長の答弁でこの借り入れ分というのは

大体2,850万円、その後、個々のやりとりで出

てきたんですけれども、おおよそ3,000万円、

単年度、というふうに確認をしてきたのではな

いかというふうに申し上げてるんです。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 まず3,600万円というのは、あくまでも16年

度に借りるためのものでございまして、それ以

前のものに対するものではございません。 

 それから3,000万円をある程度の何か線にす

るというふうなお話ございますが、三千数百と

いう数字が答弁の中でおりますのは15年の９月、

藤原議員の一般質問、第三セクター企業の破綻

処理と保証先のチェックについてというふうな

答弁の中で当時の市長が答えている中で、市民

文化会館でも三千数百万円かかる。補助金自体

を減らしていかなければならないが、今の仕組

みで補てんしていくということがこれまで合意

されてきたしというふうな答弁の中に三千数百

万円というふうな数字が出ている部分につきま

しては、この15年の９月の市長の答弁かなとい

うふうに考えております。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

 地場産業振興センターの運営費補助金のだか

ら上限といいますか、考え方というのは、およ

そ3,000万円だというふうに確認をされて今日

まで来たというふうに私は理解してるんですけ

れども、年度的に見ればそうではありませんが、

そういうことで間違いないのですか。 

○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答えいたします。 

 結果的には3,000万円、あるいは3,000万円を

超えるような数字でもって今のところ運営はさ

れてございますが、例えば3,300万円あるいは

3,500万円ということで、それを上限にすると

いうふうな形での議論はなかったかなというふ

うに理解をしております。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 どうもこんなところで

詰まるところでないんですが、そうでないと私

は理解してるんですよ。 

 それじゃあ、申し上げましょう。平成14年度

以降の運営費補助の推移であれば、14年度とい

うのは、これは前々年度だ、2,900万円、15年
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度2,900万円、16年度3,900万円、17年度3,600

万円、18年度3,600万円、19年度3,000万円、平

成20年度当初予算では2,950万円というふうに

なってるんですよ。私は、この3,600万円の平

成16年度債務負担行為をしたときからいつの間

にか上限が3,600万円というふうになってしま

って平成18年度までは推移をした。だけど19年

度は3,000万円にしてるでしょう。今年度は当

初2,950万円にしてるわけだ。これは商工観光

課があそこに行くなんていうこともあったから

だかもしれないけれど、減ってきてる、減らし

てきてる。なぜかというと、運営費補助の上限

おおよそ3,000万円というふうにして、これか

らは議員からもいろいろあったし、監査委員か

らもいろいろ指摘があったから内部で努力をし

て、とにかく運営費補助というのはできるだけ

削減する方向でいきましょうという確認があっ

たから今日の状況になってるというふうに考え

ているんです。間違いですか。 

＋○町田義昭委員長 齋藤理喜夫商工観光課長。 

○齋藤理喜夫商工観光課長 お答え申し上げます。 

 地場産センターは、地場産センターとして経

営努力をやっていくというふうなことが基本で

ございます。それに対して市は支援をしていく

というふうなことも、ある意味ではご理解をい

ただいたものというふうに思います。 

 ただ、今までの補助金の枠組みの流れあるい

は変化から17年度以降当該年度に対する補助と

いうふうな形で枠組みをつくっていただいた。

そのことによってそういった努力目標といいま

しょうか、経営努力がより確実な形と申しまし

ょうか、力の入った形でなって動いていくよう

な形になってきてるというふうには理解をして

おります。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 何か含むところあるん

ですか。単純なこと聞いてるんですけど。 

 何でこういうこと聞くかというと、平成18年

度から、これは市長もおわかりでしょうけれど

も、県の支援も受けて運営費補助がどんとふえ

てるんだね。何でだかといったら、いわゆる業

界負担だった高度化資金と市中銀行の借り入れ

した分、いわゆる払ってなかった分を肩がわり

して払わなきゃならなくなったからどんとふえ

たんだ。そのこともあって運営費補助金という

のは減らしてきたんだと私は理解をしてるんで

す。その上で何とかやっていこうというのが私

は、この間の確認だったというふうに思うんで

す。何かそうでないみたいなこと言われますけ

れども、そうだったと私は思っているんです。 

 そこで今回のことについて市長にお伺いをし

たいんです。今回この480万円何がし、この中

身見れば私、冒頭申し上げているようにわかる

と申しました。ただ、今までのルールからいう

と、一つは、赤字額全額を補助をするというの

は、いわゆる平成17年以前の部分ですね、２年

前の運営費赤字の分全部補助しますよと。そこ

から当該年度分は当該年度でというふうなこと

にして17年度から今の状態にあるわけですけれ

ども、そこからいうと少し、全額補助ってまた

なってきちゃうんですかというふうに私は思う

んです。足りなくなった分は毎回市から補助を

するんですか。そこは私は少し違うのではない

かというふうに思うんですが、そこはどう判断

されたんでしょうか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 髙橋委員がおっしゃってるルールというよう

なことについては、今いろいろ議論あったわけ

ですが、私はルールは、まず極力経営努力して

市の方からいただく補助金を減らすことがルー

ルだというふうに思っておりまして、上限が幾

らというのは私は認識しておりません。 

 ただ、今回もそうなんですが、地場産業振興

センターは公益事業を主な業務とする団体であ

りますから、財団法人でありますから、市でで
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○内谷重治市長 当初予算で必要なものはきちん

と精査して計上したということで、そういった

意味からは補正はあってならないものというふ

うに委員おっしゃる部分も理解できます。しか

し、今回おっしゃってますように、絶えず安易

に補正をしてるんじゃなくて、今回は480万円

というような内訳についてはきちんとした理由

がある、そういったことでまず補正させていた

だいたと。ただ、本来であればやはり年度当初

で計上させていただいたものの中でやるという

のが基本だと思います。以上です。 

きない部分の公益事業を財団法人でやっていた

だいてるというふうに私は思っております。そ

ういう意味からはしっかり議会からも議論はい

ただかなければなりませんけども、ぜひ赤字を

補てんするんだということでなくて、例えば昨

年から行いましたＲＯＢＯ－ＯＮＥの東北大会

を行ったりとか、そういった部分なんかも実は

業界といいますか、いろんな工業会なんかから

も依頼あって、行政でできないということで地

場産でやっていただいたり、あるいは今回の需

要開拓といいますか、地元の食品関係の業者と

ともに新たな需要開拓というものを、これはな

かなか行政側でできない部分を地場産センター

で担っていただいてると。そんなことで極力経

営努力はまずこれまで以上に行いながら、補助

金は少なくしなきゃいけませんけども、そうい

ったことで必要な部分についてはぜひお認めい

ただきたい、そのように思っております。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

＋ ＋

○１０番 髙橋孝夫委員 私今回この補正見て、

これは中身見れば、それは確かに必要な額です

よ。だからそのことをどうこう言うのでなくて、

この間、地場産業振興センター運営費補助金と

して整理してきたことが何点かあって、それが

今回初めてですね、17年度以降こういうふうに

なったの初めてなんですけれども、また最終日

に追加が出るようですが、そういうことを見る

とやっぱりもう一回整理をしとく必要があるん

じゃないかということで質問させていただいて

いるんです。そういう意味でぜひ私は、ご理解

をいただきたいなというふうに思ってるんです。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 冒頭に言ってるように、

認める認めないも、これ必要な額だから、それ

はいいんですよ。 

 ただ、前のように足りない分、前は、何遍も

言うけれども、２年前の不足分全部したわけだ

よね。だけど17年度から違うわけだ。これくら

い申請があって、じゃあこれくらいにしましょ

うというふうにしてきた。その方式からいうと、

ルールといったら悪いかもしれないけど、そう

いう方式からいうとこれからも不足をしたから

というふうな形でこういうふうな補正というふ

うになるんですかと。私は、やっぱり当初申請

あった段階でもちゃんと精査されたと思うんで

すね。補助金を決定する際に。だからそういう

ことを前に戻ってしまうのではないかというと

ころうんと心配なんですよ。そこでお聞きをし

てるんです。そうではないと言われるならそれ

でいいんですけれども、そこなんです。 

 これ何でこういうこと言うかというと、結局

平成25年度まで業界の負担で未整理だった分を

ずっと県と市が肩がわりしてこれから払ってい

かなきゃならないんです。ただでさえ負担が大

きくなってるわけです。そういうことを考える

ときに私は、やっぱり足りない分全部みたいな

ことにはなっていけないし、そういうふうなこ

とに回帰しないようにという意味で申し上げて

ますから、ぜひそこは理解をいただいて以降執

行をお願いをしたいというふうに思いますが、

市長、最後にいかがですか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私の考えとしては、地場産業振

興センターというのは、このままの体質でいき○町田義昭委員長 内谷重治市長。 
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 ますといつまでたってもずっと補助金を出し続

けなきゃいけないと。私は、少しでもこの体質

を改善しなきゃいけないということで、職員も

１名多くことしから派遣させていただいて改善

を図るべく努力してるところです。その過程の

中で一時的にふえる部分もあるかもしれません。

その辺はぜひ議会の皆様から議論いただいてご

承認賜りたいと思うんですが、例えば今回も売

り上げ自体はふえておると思います。ただ、利

益自体がなかなかそれについていかないという

ことから、いわゆる結果として赤字補てんみた

いな形になるかもしれません、今年度も。ただ、

それを少しでも圧縮していくという考え方で努

力してまいりたいと思いますので、とにかく金

額的に減らせということじゃなくて、努力して

減らすというその努力の部分については一時的

に例えば補助金の額がふえるということもぜひ

ご検討いただきたいと思います。 

 

○町田義昭委員長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 予算総括質疑に関する質問を続行いたします。 

 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 引き続き質問をさせて

いただきますが、ちょっと時間の関係もあって

通告をしてます３点目の方から教育長にお伺い

をしたいと思います。いや、細部審査で聞けな

いんで、済みませんが。 

 今回の補正予算で債務負担行為、公民館指定

管理料、平成21年度から23年度まで２億350万

4,000円計上されてるわけです。これについて

お聞かせをいただきたいと思います。過日、総

務・文教常任委員会協議会の中で指定管理料導

入に伴う債務負担行為について資料いただきま

した。こういうふうに計算すればこうなるとい

うことが書かれているわけで、これはこれで理

解をします。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 ＋
 ただ、私ちょっと不思議だなと思ったのは、

平成20年度の主な変更点の中で、一つは、運営

協議会の委員数をふやす、増員をする。83人か

ら91人にするのだと。それから運営協議会の会

長の報酬を年間２万円だったのを12万円にする

ということがあったわけです。これはいわば各

地区の公民館を指定管理者制度に移行すること

によって、その受け手となる指定管理者になる

各地区の公民館運営協議会を体制充実を図った

ものというふうに考えられるわけですけれども、

教育長にお伺いをしますが、そういうふうにし

て体制の充実を図った運営協議会の任務という

のは主なものでどういうものを考えておられる

かお聞かせをいただきたいと思います。 

 確かに今回一番中身で大きいのは、職員ふや

したからなんですよね。その負担分200万円と

あるから、それは前向きにとらえられて人員、

本庁、行政体大変なんだけども、そういうとこ

ろで何とかしようということのあらわれだとは

思うんです。 

 だけど申し上げましたように、そういう面は

理解しつつも、前にやったように赤字出したの

は全部市で負担をするというふうなところに返

ってはいけないというふうに思いますので、そ

こだけお願いを申し上げておきたいというふう

に思います。 

○町田義昭委員長 ここで暫時休憩いたします。

再開は３時20分といたします。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。  

○大滝昌利教育長 運営協議会は、現在は運営協

議会の方に主事の人件費、それに事業費を委託

していますので、運協としては主事の管理、そ

 

   午後 ２時５７分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 
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○大滝昌利教育長 私は、公民館の存在というの

は、やっぱり事業にあるんだというふうに思っ

ています。それで人件費または管理費なんかは

もう固定されてるわけですから、まさに裁量権

がないといえばないわけで、委員おっしゃると

おり事業の部分の裁量だけになるというふうに

思いますけども、その分でやっぱり地域に根差

した、または地域を活性化するような事業を行

うことが公民館の役割というふうに私は思って

います。 

れに事業の企画実施業務がありますが、指定管

理者制度導入後は、それに加えて公民館の施設、

設備の維持管理業務、それに使用許可及び使用

の制限に関する業務、加えて館長も運協の職員

になりますので、館長も含めた人的な管理が加

わってくるというふうに考えています。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 わかりました。 

＋ ＋

 そこで、このいただきました公民館の指定管

理料の管理統括表などを見てみたんです。今ほ

ど教育長から地区の公民館の運営協議会の任務、

考えられるものについてお話をいただいたわけ

ですけれども、私は本当にそうなのかというと

ころについては少し疑問を持ちます。このいた

だいた資料によって指定管理料の中の事業費の

割合というものをちょっと出してみたんです。

中央地区公民館の場合だと、事業費の割合とい

うのは12％強なんですね、総体の額の。指定管

理料の中で事業費が占める割合というのは

12.22％。致芳地区公民館は10％、西根もそう、

平野もそう、伊佐沢、豊田、それぞれそんな感

じです。地区公民館の運営協議会の任務という

のは、いろいろこれも管理だ何とかって言われ

ましたけれど、本当に力を尽くすというか、地

区公民館の運営協議会で裁量があるものという

のは、私は額でいうとこの事業費のところに集

約されると思うんです。だけど実際は事業費と

いうのは、申し上げたとおりの約１割にしかす

ぎないんですね。あとはほとんどもう使い道が

決まってるお金なんだよね。そういうことを考

えると地区公民館の運営協議会って、その程度

のことをすると言ったら語弊があるんですが、

大変な仕事だと思いますけれども、そういう本

当に裁量、自分たちで決められる、お金も自分

たちで使えるというものが少ない協議会でいい

のかというふうに私は感じるんですが、そこは

どういうふうに整理をされてるんですか。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 いや、そういうことだ

と思いますけど、ただ、私は余りにも、例えば

ほかの指定管理者、今回図書館もなってますけ

れども、ほかと比べると余りにもこの運営協議

会が運営協議会の判断でできるものというのは

限られていはしないか。余りにも市が、教育委

員会が縛りどんとかけていってしまっているの

でないかというふうに感じるわけですけれども、

そこはどうですか。本当に幅ないですよ。例え

ば中央地区公民館は、1,800万円ほど行くんで

す、管理委託料で。その中でだけど使えるお金

というのは、事業費ベースでいって228万円ぐ

らいなんです。そういうあり方でいいんだろう

かと。指定管理者制度を導入したというのは、

それなりの管理運営を含めて、そこで住民サー

ビスの向上を図ったり、今までよりも利用者が

あったりというふうなところをねらって、しか

もコスト削減というふうにねらいがあるわけで

すけれども、そういうことからいっても余りに

もこの各地区の公民館の運営協議会がやれる幅

といいますかね、少な過ぎるというふうに感じ

る。ほかのところと比べれば。 

 例えば例を言うと、公民館主事一生懸命頑張

ってるから賃金上げましょうと、これできます

か。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 公民館主事の給与は、給与表○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 
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がありますので、年々上がるようにはなります。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 年々上がるんです、給

料表あるから。そういうことでなくて、じゃあ

やっぱりこれくらい大変な思いさせてんのだか

ら少し手当でもなんていうことは裁量あります

か。 

＋

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 裁量はありません。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そういうところという

のは、余りにも各地区の公民館の運営協議会の

方々に失礼に当たらないかなという気がするん

ですけども、それだからそういういろいろ決ま

ってこれしかないから受け手がいるのかもしれ

ませんが、しかし、これで本当に指定管理者と

していいのかというと、私は疑問感じるんです。 

 もう一つお聞かせいただきたいのは、この職

員の給与ですね、これ中央地区公民館に配置を

される予定の公民館主事が全部のほかの各地区

公民館に配置をされる主事の分の給料の計算で

あるとか管理もするんだというふうに聞いてい

ますけれど、それで間違いないですか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 そのとおりです。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 私おかしいなと思うの

は、指定管理者制度の指定管理者を受ける、い

わゆる例えば民間の事業者であったり、あるい

は公共的団体であったり準公共的団体であった

り、いろいろするわけですけれども、それは条

例で決めればいいというふうにされているから、

そこは提案されてるような形になるんでしょう

けれど、通常一般的に考えて自分のところで雇

用している従業員の給与管理あるいは給与計算

などの事務は当然にしてこの指定管理を受ける

指定管理者となる事業者、ここでいえば地区公

民館運営協議会ですよ、ここでやる、それくら

いの力量を持ち合わせているのが当然だという

ふうに私は感じるんですけれども、そこはどう

整理されるんですか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 給与をこちらで決めたという

よりも、現在ある給与表をそのまま運協の方で

認めて、それを使うというように私どもはとら

えています。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 また異なことを。運協

で認めてというんじゃなくて、指定管理料の中

身見たって、「こういうことでしますから、こ

うしてください」と言ったんでしょう。運協で

認めて、格好はそういうふうになるかもしれな

いけれど、ちょっと言い方違うんだと思うんで

すね。「こういうことで受けてください」と言

ったんじゃないですか。違うの。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 平中央公民館長がお答えしま

す。 

○町田義昭委員長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 お答え申し上げます。 

 これを一番先に結果として提示を申し上げた

わけではありません。先ほど運営協議会の委員

の増であったり、公民館主事の給与表の堅持で

あったり、これは各運営協議会から出た強い要

望のもとにこれを構築したものであります。 

 また、給与の計算、当然各運営協議会単独で

すべきものと考えておりましたが、これまでの

経過と、あとこれからの税処理の部分であった

り、１人が集合してやった方が管理上もいいの

ではないかと。これは各運営協議会、あと各館

長、主事が集まったときに出たお話であります。

そういったものを集合して今、この間ご提示を

申し上げた統括表に持ってきたわけです。さま

ざま給与計算についてもこれから複雑なものに

なってきますので、委託ができるということか

ら１人の部分を設定をしながら、そこに委託を
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していく。負担金という形でここには載せてご

ざいますが、そこで統括をした形で調整を図っ

ていく。これも行政から持ちかけたわけではな

く、各地域ごとの部分の要望に沿ってこの統括

表ここまで至った経過がございます。以上でご

ざいます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

＋ ＋

○１０番 髙橋孝夫委員 指定管理者制度のいわ

ゆる受け手の資格というのは何も書いているも

のはなくて、判断なかなかできないんですけれ

ど、通常一般的に考えて、例えば図書館今回デ

ーシーエスですか、指定管理者になるわけです

けれども、そこでは当然にしてその会社が会社

の従業員のいわゆる給与、労働条件、福利厚生、

その他全部規定を持って、そこで管理をするわ

けですね。しかし、反面、この公民館の部分は、

受け手となる各地区公民館の運営協議会は一切

そういうことしないんです。こういうところに

業務を指定管理者として位置づけるというのは、

私は少し勘違いじゃないかなというふうに感じ

るんです。ちゃんとしたていをなしているのか。

指定管理者として、例えばイコール民間事業者

などのようなそういう機能、それから体制です

ね、それがとられたところに指定管理者として

選定をするというのわかるけれども、そういう

状況でないところに指定管理者としてお願いを

するというのは無理があるのでないかという感

じは私は受けるんですけれども、そこはどう整

理されるんですか。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 なぜ指定管理者にしたのかと

いう議論は９月議会のときにもずっとやってき

てるわけですけども、公民館の運営に関しては

現在の組織、一部業務委託という組織には若干

不都合がある。また、館長が教育委員会の任命

ということで、館長の権限が非常に薄くなりま

すので、そういう面で長井方式である住民主導

型の公民館運営をより一層充実させて地域の活

性化につなげるためには館長、主事、これが一

体になった組織ということを考えて、それには

直営という方式もあるわけですけども、実際直

営というのは今の行財政改革の流れにはちょっ

とそぐわないんじゃないかと。それで指定管理

者制度を導入したと。地域の活性化を図るため

の受託団体として、現在運営協議会の方で事業

費も委託しながら進めているわけですので、そ

ういう面で運営協議会が最も適した受託団体で

ないかなということで進めてきた経緯がござい

ます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ちょっと答弁なってな

いんですけども、例えば今回指定管理者制度に

移行するというふうに言われた際の不都合です

よ。それを蒸し返すつもりありませんけれども、

しかし不都合をちゃんとしたことにしようとし

て今回この各地区公民館の運営協議会に移管す

るわけですが、それこそ不都合にならないんで

すかと言いたいんですよ。不都合という中身は、

本当に指定管理者として受けるにふさわしい団

体なんですかということですよ。そこのところ

はどう精査されたんですか。先ほど来給与はこ

うだ、いや、それは公民館長会や主事から上が

ってきたんだと言うけれども、上がってくるこ

と自体がまず正直言えばおかしいよね。指定管

理者制度を導入をするという考え方に立てば。

当然にしてそういう力量や体裁があって、だか

らお願いをするということだったらわかるけど、

そこからいろいろ要望が出て、それを受け入れ

て、結果的にはこういうとっても面倒くさい計

算をして指定管理料を算出しなきゃいけないと

いうことや冒頭に申し上げたようにほとんど地

区の運営協議会が力が発揮できない、額でいえ

ばほとんど総額の指定管理料の１割ぐらいの部

分しか裁量がないなどというところに何でしな

きゃならないんですか。それは本当に指定管理

者としての素質か資質が整われているというふ

―１９４― 

＋



 

うにお考えで指定管理者というふうにされたの

ですか。私そこは少し根本的な、基本的なとこ

ろで理解できないもんでお聞かせをいただきた

いと思ってるんですが、そこをもう一回整理し

てください。 

○町田義昭委員長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 組織の上でそういうふうに人

件費の管理もできないというようなところに本

当に指定管理者の受託団体としての資格がある

のかというようなことだと思いますけども、私

は今、公民館の役割、機能、それを十分に果た

すためには運営協議会が最適だというふうに思

っていますし、そういう不都合な点というの指

摘されればあるわけですけども、それ以上にや

っぱり公民館の機能ですね、地域活性化のため

の機能を発揮するためには運営協議会が最適と

いうふうに思っています。 

＋

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 納得とってもできない

です。本当にこの議論ずっとしていくと、「指

定管理者とは一体何だ」というところに行くん

です。そこまで行く問題なんですよ。こういう

言葉本当に使いたくなかったんですけど、運営

協議会というのは単なる隠れみのになりはしな

いのか。受け皿として行政がうんと支援してつ

くらせて、だけど結果的にはその主体性が発揮

できる分野というのはほぼ１割で、あとはほぼ

市が決めたことというか、教育委員会の決めた

ことだけをすればいい、そういう機関が果たし

て指定管理者にふさわしいかというふうにいえ

ば、私はふさわしくないというふうに言わざる

を得ないということだけ申し上げておきたいと

思います。 

 次に、平成21年度の行政組織について、ちょ

っと時間もないので、ざっとお聞きをしたいと

思いますが、まず福祉事務所長にお伺いをいた

します。平成21年度の児童センターの運営と保

育士の確保策ですが、保育士、この間の一般質

問で今の現職員数と退職する方がどれくらいで

という話をお聞きして、そこで明らかになった

わけですけども、保育士は平成20年度23名です

ね。そこからこの間の総務課長の答弁では、３

名、定年が２名で早期退職というか、退職勧奨

に応じられた方が１名、計３名で、20名という

ふうになるのだということを聞いたわけです。

そうなるとこの20名で各児童センターの運営と

いうのはできるんですかというところを私うん

と心配してます。特に今までは辛うじて１クラ

ス１担任制、これは正職員である保育士で対応

されてきたわけですけれども、20名というふう

になると本当にできるんだろうかというところ

は心配なわけですが、そこはどう想定をされて

いますか、お聞かせをいただきたい。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 髙橋孝夫委員のご質問

にお答え申し上げます。 

 21年度につきましても全児童センターともに

今年度と同様に運営していく考えでございます。

クラス編制と担任につきましては、ことしと同

じような人数でございますので、同じ配置を考

えております。保育所の最低基準における保育

士数と児童センターの各部屋の面積で入れる児

童数から勘案いたしますと、必要と考えられる

職員数は全施設で23名必要となります。３名の

保育士の不足分につきましては、保育士の資格

のある定時補助職員を確保して、担任について

は主任に兼務していただき、副担任として定時

補助職員を配置し、運営に当たる考えでおりま

す。以上でございます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 苦肉の策だと思うんで

すね、これ。実はこれ去年から、平成19年の12

月の議会のあたりからこの問題ずっと言われて

いるんです。本当に大丈夫なのか大丈夫なのか

ということです。 

 例えば保育士の関係でいうと、定時補助職員
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と正職員の違い、格差があって、それは何とか

しなきゃいけないんじゃないかということがあ

ったりして、それがはなぞの保育園と清水保育

園が社会福祉協議会に移管されたということで、

向こうの職員になったことで、ある程度改善を

されたみたいなことになっているわけですけれ

ども、しかし厳然としてまた定時補助職員を雇

わざるを得ないということになればまた格差出

るわけですね。そういう問題また出てくるとい

うのはちょっと私は残念なことだなと、こう言

わざるを得ないですね。これからまた減るでし

ょ、来年。これ将来に向けてどうするんですか。

こんな不安定な状態をずっと続けてはいられな

い、こう私は思うんですけれども、そこはどう

想定されるんですか。 

＋ ＋

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○船山祐子福祉事務所長 21年度につきましては、

このような状況で対応せざるを得ないと考えて

おりまして、22年度からは、保育計画にも盛り

込みさせていただいておりますが、その中でお

示ししたいと考えております。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 保育計画というのもこ

としの９月まで出るみたいな話があって、それ

がまた来年の３月というふうになって、ずんず

んずんずんおくれてきてるわけですね。うんと

それを待ち望んでるみたいなところもあるわけ

ですけれども、ただ、私３月に単なる保育だけ

でなくて妊婦からあれまでなんて言ってしまっ

たところもあって申しわけないなという気持ち

はあるんですけれども、総合的なものみたいな

ものをつくるべきだということも申し上げまし

たから、そこは時間かかってるんでしょうけれ

ども、ぜひ私要望したいのは、これから保育計

画つくって、その計画によって平成21年度から

やりますと言われたって、これ時間的にもうと

っても大変で、もう内部の対応大変だと思うん

ですね。みんな周知も大変だと思う。そこは少

しタイムラグを置くということだって必要なの

でないかと。だから実質21年度から出発とは言

いながらも半年おくれとか１年おくれでスムー

ズに移行できるというふうなことが私は考え方

としては必要なのじゃないか。その間に例えば

不足をする保育士についてはどう対応するか、

あわせて１年間で準備をするということが言え

ば自然な流れかなというふうに思いますが、ち

ょっと恐縮ですけども、市長、ここについては

どういうふうにお考えでしょうか。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 保育士の採用につきましては、まず保育計画

を年度内に策定して、そしていろいろ議論いた

だいて、それから児童センターを含めてどのよ

うに運営していくのか、直営でずっといくのか、

あるいは指定管理者みたいな形でどっかに全部

の施設じゃなくていくのか、そういったところ

を議論した上でやっぱり採用せざるを得ないと

思います。一番いい方法は、全員正職員で子供

たちの保育するのが一番いいわけでありますが、

財政状況からいいまして残念ながら今難しい状

況でありますので、しっかりとした方針を定め

た上で考えてまいりたいと思ってます。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 そういうことだと思う

んですが、計画を立てたから即これでスタート

というのは、これ無理がありますよと申し上げ

てるんです。そこはぜひ余裕を持って準備でき

るように私は対応をいただきたいなと思います。

平成７年に市の保育士というのは56名いたんで

すよ。それが以降集中改革プランもありました

し、その前の行財政改革大綱もありまして現在

に至ってるんです。ただ、こうなることはわか

っていたわけで、もう少し計画的な対応をこれ

からはぜひ対応としてお願いをしておきたいし、

そのことでもう一回市長にお伺いをすることと、

福祉事務所長、申しわけありませんが、定時補
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○町田義昭委員長 まず、議案第93号 平成20年

度長井市一般会計補正予算第３号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。 

助職員の関係でいうと今36時間ですか、週。そ

れを40時間にしてほしいという要望など出てい

るのではないですか。そういう対応も必要なん

だというふうに思いますが、その２つ、それぞ

れお聞かせをいただいて終わりたいと思います。 

 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 すぐで済みません。債

務負担行為をされている斎場の業務委託料640

万円についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。前から申し上げてますけれど、この640万

円という設定の仕方ですが、これでこの額を設

定をして、去年はどうだったかわかりませんか

ら、去年の例も含めてですが、入札に応じられ

る業者はどれくらいあるというふうに想定して

おられますか、市民課長。 

○町田義昭委員長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 21年度からの体制につきまして

は、先ほど申し上げましたように、保育計画を

含めてしっかりと準備した上で極力支障ないよ

うな形で移行できるように、あるいは採用でき

るようにそういったところを検討したいと思い

ます。 

○町田義昭委員長 船山祐子福祉事務所長。 

○町田義昭委員長 浅野敏明市民課長。 ○船山祐子福祉事務所長 定時補助職員につきま

しては、36時間ではなく40時間にというふうな

要望が出ているところは確かでございますが、

なかなか40時間というふうな定時補助職員の身

分の確保等困難ですので、当面36時間というこ

とで、４時間分の時間外等の計上は予算化させ

ていただいてるところです。 

○浅野敏明市民課長 お答え申し上げます。 

 昨年度の例を申し上げますと、３者に指名通

知を発送しまして、入札に応じた方は２者にな

ります。以上です。 

○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 ことしはどれくらい想

定されてるんですか。３回しかできないんで、

済みません。 

＋
○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 やっぱり無理のない対

応ですね、そして柔軟性のある対応していただ

きますようにお願いして質問終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○町田義昭委員長 浅野敏明市民課長。 

○浅野敏明市民課長 ことしも昨年と同じく３者

に指名通知を送付したいというふうに考えてお

ります。 ○町田義昭委員長 以上で通告による総括質疑は

終わりました。 ○町田義昭委員長 10番、髙橋孝夫委員。 

○１０番 髙橋孝夫委員 この間の経過見ると、

ずっとシルバー人材センターが一応落札した格

好になってるんです。落札でないよね、だけど

実際は。話し合いでシルバー人材センターにお

願いをしてるということだと私は理解してるん

です。なぜかというと、この金額で通常の業者

がやっぱりやれないからだと思うんですね。 

 これより各会計補正予算案の細部審査に入り

ます。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上お願いいたします。 

 

 

 議案第９３号 平成２０年度長井市 

 一般会計補正予算第３号についての  副市長にお伺いしますけれども、県は最低落

札額が幾ら安くてもいいなんていうことではな

くて、最低ここからこれで落札してくれという

ふうなことをやってるわけですけれども、私は

 質疑 
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